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◇ ＥＣＢは来年11月の監督一元化の開始を前に、直接の監督下に置くことになるユーロ域内の約130行に

対して、不良債権の定義を統一し、銀行の資産内容を精査したうえで、より厳格な基準でストレステ

ストを実施する。 

 

◇ 過去２回のストレステストでは、前提条件の甘さや不良債権が過小評価されているなど、厳格性や信

頼性が疑問視されてきた。検査の結果が公表されるのは来年10月とまだ先のことではあるが、より厳

格なテストの実施で、銀行部門の信頼回復につながるか注目が集まる。 

 

◇ 厳し過ぎる結果は、銀行の経営悪化や救済負担の増加による財政悪化懸念を招く恐れもある。“厳し

めだけれども、厳し過ぎない”、居心地のよい調査結果に落ち着く公算が大きい。 

 

 

■ より厳格なストレステストの実施で銀行の信頼回復を目指す 

ＥＣＢは22日、来年11月に予定する銀行監督一元化（ＳＳＭ）の開始を前に実施する包括的な銀行評価

の指針を公表した。包括評価は、①監督上のリスク評価、②資産査定（ＡＱＲ：asset quality review）、

③健全性審査（ストレステスト）の３要素で構成される。監督上のリスク評価では、流動性の高い資産を

保有しているか、レバレッジを一定範囲内に抑制しているか、安定した資金調達源を有しているかなど、

監督上の観点で銀行が抱えている主要なリスクを定量・定性の両面から評価する。資産査定では、不良債

権の分類や担保の価値評価が妥当かなど銀行資産の質を精査し、自己資本比率の算出に用いるリスク・ウ

ェイト・アセット（ＲＷＡ）を再計算する。ストレステストでは、経済成長率の下振れや資産価格の下落

など、マクロ環境に負荷が掛かったシナリオを想定した場合に、銀行のバランスシートがどの程度の耐性

を有しているかを検証する。 

評価の対象となるのは、ＳＳＭの始動後にＥＣＢが直接監督下に置く予定の“重要な（significant）”

銀行群。具体的には、①資産規模が300億ユーロ以上、②銀行資産の対ＧＤＰ比が20％を超える、③資産規

模で各国トップ３の何れかに該当する銀行で、2012年末の資産残高を基準にした現時点のリストでは18ヶ

国（来年１月からユーロを導入するラトビアを含むユーロ圏諸国）で128行（うちスロバキアとマルタの４

行は別の国のリストに含まれる銀行の子会社で重複している）、ユーロ圏全体の銀行資産の約85％をカバ

ーしている。最終的なリストは2014年に入ってから公表される。調査は今年の11月に開始され、ＥＣＢが

監督一元化を開始する来年11月までに国別・銀行別の詳細結果と必要な是正措置の公表を予定している。 

欧州債務危機で銀行問題が露呈して以降、欧州では２回のストレステストを実施してきた。だが、テス



 

                                                                                                     
 本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに足る

と判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内

容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 

2 

トに合格した筈の銀行がその後に経営難に陥るなど、テストの厳格性や信頼性を疑問視する声も多かった。

また、各国によって不良債権の定義が区々で、国を横断して銀行の資産状況を比較することが困難だった。

これまで不良債権の分類に裁量の余地があり、銀行資産の透明性に問題があるとの指摘も多かった。そこ

で今回の包括評価では、資本の定義をバーゼルIIIに依拠した基準に設定したほか、不良債権を始めとした

銀行資産を統一的な基準で精査し、従来よりも厳しい銀行の健全性審査を実施する。こうした動きは、

1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本の金融当局が不良債権の定義を厳格化することで、銀行の

信頼回復を目指した経緯を思い起こさせる。結果の判明は１年後とまだ先のことではあるが、欧州でも厳

格な銀行の健全性審査の実施をきっかけに、経営体力の弱い銀行の問題点を洗い出し、銀行システムの信

頼回復につなげることが出来るかに注目が集まる。 

 

■ 不良債権の定義を統一し、銀行の資産を精査する 

監督上のリスク評価の具体的な手順については、今回のプレスリリースでは公表されていない。現在、

ＥＣＢと各国の銀行監督当局は協力して、将来のＳＳＭ体制下で監督の基本ツールとなるリスク評価シス

テムを開発している。各国の監督当局による既存の評価手法とともに、新たな評価システムの一部が、来

年のリスク評価でも部分的に利用されるとのことだ。バーゼルIIIにおける流動性カバレッジ比率、レバレ

ッジ比率、安定調達比率の様なリスク指標が用いられることが推測される。 

アセット・クオリティー・レビューの対象となる資産は、ＳＳＭに参加しない国やＥＵ域外の国も含め

た全てのソブリン、金融機関（インターバンクを含む）、企業、リーテル向けの与信（エクスポージャー）

で、銀行勘定・トレーディング勘定、オンバランス・オフバランスの別を問わない。査定は、①対象資産

を選定する「ポートフォリオ選択」、②データの整合性の検証、サンプル調査、実地調査を通じて、不良

債権の分類や担保価値の評価に問題がないかを精査し、リスク・ウェイト・アセット（ＲＷＡ）を再計算

する「調査の執行」、③対象資産・対象銀行間のデータの整合性をチェックする「照合作業」の３段階で

構成される。不良債権の定義は、ＥＢＡが21日に発表したガイドラインに基づき、「90日以上債務の返済

が遅延している債権」が統一的に用いられる。ただ、返済期限や条件を変更した債権（forbearance）につ

いては、ＥＢＡのガイドラインでも、健全な債権・不良債権の何れにも該当する可能性があるとされ、裁

量の余地が残されている。 

ストレステストについては、アセット・クオリティー・レビューの結果を踏まえ、ＥＵ内の銀行監督機

関を統括するＥＢＡ（欧州銀行監督機構）とＥＣＢが協力して実施する。具体的な手法やシナリオの前提

については、両機関の間で協議し、後日公表される。所要自己資本比率の想定は、バーゼルIIIの中核的な

自己資本比率で８％以上（内訳は、普通株式の最低所要水準：4.5％＋資本バッファー：2.5％＋重要な銀

行に対する追加資本：１％）をベースラインとし、ストレステストの終了時点で有効な所要要件（バーゼ

ルIIIでは所要自己資本比率が段階的に引き上げられる）が適用される。過去に実施したストレステストと

同様に、マクロ経済環境などに負荷を掛けた場合に、各行が所要自己資本比率を満たすことができるか、

自己資本比率を満たすのに必要な追加の資本額（資本不足額）を試算する。各銀行のソブリン債保有によ

る影響も加味される。 

包括評価の結果は、各行毎に必要な是正措置（内部留保、増資、資産の分割・売却などの資本増強策）

や是正期限とともに2014年10月に公表される。資本不足が判明した銀行の救済手段については、①まずは

自力増資や資産売却など、銀行の自助努力や利害関係者の負担による穴埋めを目指し、②それが不可能、

或いは不十分な場合には、当該銀行を所管する国の救済スキームを用いる、③国では十分な資本増強をす

ることが難しい場合に限って、ＥＵレベルの救済スキームを用いることが基本方針となっている。ただ、
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ＥＵ共通の銀行の破綻・救済スキーム（ＳＲＭ）やベイルインの取り扱いを巡っては、各国政府やＥＣＢ

の間で意見対立が続いており、今回のプレスリリースでも救済スキームの具体策は記されていない。ＥＣ

Ｂは資本注入が必要となる事態に備え、事前に十分な財源を有する救済基金を準備しておく必要があると

主張している。24・25日に行われるＥＵ首脳会議では、11月下旬までに資本不足と認定された銀行の資本

増強の枠組の詳細を明らかにするとの方針が盛り込まれる見込みだ。 

ＥＣＢのドラギ総裁は23日に「包括的な銀行評価の信頼性を示すためには、幾つかの銀行がストレステ

ストに不合格となる必要がある」と発言した。監督一元化を引き受けた後に、包括評価に合格した銀行の

資本不足が露呈しては、ＥＣＢの信認が傷つくことにもなりかねない。ＳＳＭの開始前に膿み出しを終え

ておきたいと考えるのが自然で、今回の調査は従来よりも厳しい判断が下されるとの見方が多い。スペイ

ンの銀行システムの健全性評価で活用した民間のコンサルタント会社に、一連の調査の外部監査を委託し、

調査の信頼性を高めようとしている。ただ、厳し過ぎる健全性評価で資本不足額が膨れ上がれば、銀行の

経営悪化や救済負担の増加による財政悪化の懸念が再燃する恐れがある。“厳しめだけれども、厳し過ぎ

ない”、居心地のよい調査結果に落ち着く公算が大きい。 
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